
令 和 元 年 ７ 月 ５ 日

水管理・国土保全局水政課

一級河川の区間を見直します
～国民の安心、安全を図る上で必要な区間を一体的に管理します～

国土交通省は、河川整備の進捗に伴い、７月５日付で一級河川の指定等

を行いました。

一級水系 に係る河川の区間のうち、河川の形状、流域の地形、土地利（※）

用などを踏まえて、一体として管理する必要がある区間については、河川法

。 、第４条第１項に基づき国土交通大臣が一級河川として指定しています また

既に指定済みの区間において、流路の変更など一体として管理する区間の変

更が必要となった場合には、一級河川の指定の変更等を行っています。
（※）国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したもの

今回は、河川整備の進捗等に伴い、６月６日の社会資本整備審議会河川分

科会（第５６回）での審議等を経て、７月５日付で一級河川の指定や指定の

変更、廃止を行いました。

なお、今回新たに指定された一級河川の区間は、県知事が管理の一部を行

う区間となるため、併せて河川法第９条第２項に基づく指定を行いました。

【今回の一級河川指定等】

水系名 河川名 県名 区分 県管理

阿武隈川 北須川 福島県（石川町） 名称変更 延長増 ○（ ）
き た す か わ

今出川 〃 （ 〃 ） 名称変更 延長減 ○（ ）
い ま で か わ

利根川 豊穂川 栃木県（小山市） 指定 ○
と よ ほ が わ

淀川 山本川 滋賀県 近江八幡市 変更（延長増） ○（ ）
やまもとがわ

蛇砂川北流 〃 〃 廃止 －（ ）
へびすながわほくりゆう

大野川 玉来川 山鹿川 熊本県（産山村 、 名称変更 ○（ ）
たまらいがわ や ま が が わ

を含む ） 大分県（竹田市）。

【今回の一級河川の指定等を行った後の河川数及び河川延長】

河川数 14,066河川（14,066河川）

河川延長 88,103.0km（88,103.0km）

※（ ）内は平成30年7月時点の一級河川指定状況
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一級河川の指定等の全国位置図

③淀川水系山本川、蛇砂川北流

①阿武隈川水系北須川、今出川

②利根川水系豊穂川

今回の一級河川の指定等
・新 規 １河川 １．２km
・変更増 ２河川 ６．６km

（名称変更による増1河川を含む。）

・変更減 １河川 △３．９km
（名称変更による減1河川を含む。）

・廃 止 １河川 △３．９km
・その他(名称変更) ３河川

（延長の増減を伴う2河川を再掲している。）

今回の一級河川の指定等を行った後の
河川数及び河川延長
・河川数 14,066河川(14,066河川)
・河川延長 88,103.0km(88,103.0km)
※( )内は平成30年7月時点の一級河川指定状況

④大野川水系玉来川（山鹿川を含む。）



一級河川の指定等の一覧表

水系名 河川名
都道府県名
（市町村名）

区分 指定等の延長 指定等の理由 県管理

① 阿武隈川

きたすかわ

北須川

福島県
（石川町）

その他
（名称変更）

増 ３．９ｋｍ
（２７．７ｋｍ）

阿武隈川水系今出川の、北須川合流点から社川合
流点までの区間については、石川町の歴史資料の中
に記載され、現在も、地域住民が愛着をもって使ってい
る「北須川」とするため、一級河川の指定の変更（名称
変更）を行うこととする。

○

いまでかわ

今出川
減 ３．９ｋｍ
（１５．４ｋｍ）

② 利根川
とよほがわ

豊穂川
栃木県
（小山市）

新規 増 １．２ｋｍ
利根川水系豊穂川では、度々発生する氾濫対策とし
て、平成３１年度より河道拡幅等工事の河川改修を実
施するため、一級河川の指定（新規）を行うこととする。

○

③ 淀川

やまもとがわ

山本川

滋賀県
（近江八幡市）

変更
増 ２．７ｋｍ
（９．７ｋｍ）

淀川水系山本川では、度々発生する浸水被害の軽減
を図るため、県営かんがい排水事業に伴い河川改修工
事を行い、現一級河川区間の合流部が蛇砂川から西
之湖へ流入する形へ変更となったことから、一級河川
の指定の変更（下流端の変更）を行うこととする。
また、同水系蛇砂川北流では、同工事にて洪水流下
機能を山本川へ振り替えたことから、一級河川の指定
の廃止を行うこととする。

○

へびすながわほくりゅう

蛇砂川北流 廃止 減 ３．９ｋｍ

④ 大野川
たまらいがわ やまががわ

玉来川（山鹿川を含む。）

熊本県
（産山村）
大分県
（竹田市）

その他
（名称変更）

－

大野川水系玉来川の、産山村内を流れる区間（上流
端から大利橋まで）については、産山村の歴史資料や
古い地形図の中に記載され、現在も、地域住民が愛着
をもって使っている「山鹿川」の呼称も使用できることと
するため、一級河川の指定の変更（名称変更）を行うこ
ととする。

○

注） 「指定等の延長」欄中の下段（ ）書は、今回の河川の指定等後の延長(km)である。



 

【参照条文】 
○河川法（昭和３９年法律第１６７号） 

 
（一級河川） 
第四条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系

で政令で指定したものに係る河川（公共の水流及び水面をいう。以下同じ。）で国土交

通大臣が指定したものをいう。 
２ （略） 
３ 国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定しようとするときは、あらかじめ、

関係行政機関の長に協議するとともに、社会資本整備審議会及び関係都道府県知事の

意見をきかなければならない。 
４ （略） 
５ 国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定める

ところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。 
６ 一級河川の指定の変更又は廃止の手続は、第一項の規定による河川の指定の手続に

準じて行なわれなければならない。 
 
 （一級河川の管理） 
第九条 一級河川の管理は、国土交通大臣が行なう。 
２ 国土交通大臣が指定する区間（以下「指定区間」という。）内の一級河川に係る国土

交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、当該一級河川の部

分の存する都道府県を統轄する都道府県知事が行うこととすることができる。 
３～７ （略） 


